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平成３０年第２回徳島県東部地域医療構想調整会議議事録

平成３１年３月２９日（金）午後７時から

徳島保健所 会議室

【議事１】入院患者実績調査報告及び平成３０年度病床機能報告（速報）の結果について

（資料１により事務局説明）

【質疑】

なし

【議事２】公立・公的病院の２０２５年に向けた具体的対応方針について

（委員）

協議事項に入られる前に一言、鳴門市民の気持ちを代表してお伝えしたいと思う。

鳴門病院は、私たち鳴門市民にとっては、幼少の時から家族や親戚、また本人がいざ病

気になった時は助けていただける、かけがえのない病院だ。しいて言うならば、最後の砦

であるような、そんな存在だ。本市においても、救急・災害・防災について鳴門病院につ

いては非常に頼っているところだ。

また、平成２５年８月に休床している。それ以上に削減というのは鳴門市民にとっては

受け入れができないということを、申し上げておきたい。

また、二次救急についても、受け入れ先としては非常に役割が大きいところがわかる。

平成３０年度、消防本部の搬送件数が２，７０９件。このうち、鳴門病院が１，７６６件、

６５．２％。また、受け入れ要請については、９０％以上していただいている。こうした

ことから、また、地理的な要因からも、鳴門病院の存在を鳴門市民は非常に大切に思って

いるので、その辺りを皆様ご理解をいただきたいと思っている。どうぞよろしくお願いす

る。

また、県の方にもこの発言については、しっかりと議事録に書きとめていただくよう、

よろしくお願いする。

（資料２により事務局説明）

【資料３による各病院長からの説明】

（徳島大学病院）

２０１７年度の入院患者実績に基づく４機能区分の定量分析結果を出している。縦軸が

病棟だ。東病棟、西病棟をＥ、Ｗと示している。横軸が病床機能だ。延べ患者数を参考に

して、１番多い患者さんがいるところをそれぞれの機能で分類している。そうすると、右

側を見ていただくと、病床別判定が結果として出ている。
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１ページめくっていただき、２０２５年における構想区域において担うべき医療機関と

しての役割として、徳島大学病院は県内で唯一の特定機能病院で、それに応じた機能を整

備している。高度な医療に対応するために、医療安全を中心とした高度専門医療を中心に

やっている。高度な専門医療の提供、医療技術の開発・評価、研修医や専門医制度に対応

した専門医診療で高度な医療に関する研修を行っている。特定機能病院の特徴として、教

育、研究が入ってきている。医者を育てて県内地域に派遣という形をとったりしながら、

徳島県全体に診療貢献している。

右側にはどこの地域の患者さんが来られているかを載せている。やはり東部の患者さん

が圧倒的に多く７４．３２％。南部と西部が２０％くらい。県外がこのような数字になっ

ている。

次ページをご覧いただきたい。２０２５年に持つべき医療機能ごとの病床数を考えてい

る。右側は先程説明したことだが、現在精神科や特殊な感染症を除いて現在の病床数はト

ータルで６４３床ということだ。延べ患者数はそこに書いてあるとおりだ。病床数に関し

ての私たちの考え方を、右側１番上に書いている。実際の稼働率は年間を通じて８７．９

５％になっている。どうしても学会シーズン等があって変化するが、ピーク時は２月１５

日の稼働率は９９．６９％なので、現在の病床でやっとまかなえる。各病床によったら県

外搬送もあるので、このようなぎりぎりの状態であることをご理解いただきたい。

次に医療機能としてはやはり、平均在院日数をご覧いただくと少しずつ短くなっている。

平成２４年が１６．０日だったのが、平成３０年は１２．２ということで段々短くなって

おり、これはＤＰＣの影響もあるが、少しづつ重症の部類の比率が増えてきていると私た

ちは考えている。そのため、現在よりも高度急性期病床、急性期病床の割合が増えていく

だろう考えている。

結論としては、右下の表になるが、医療機能ごとの病床数について、現在の定量分析結

果を％で表している。現在が６４３床だが、２０２５年の必要病床数を高度急性期３７７

床、急性期２６６床というふうに考えている。

（県立中央病院）

先程事務局から説明があったように、一定の定量的な方法に基づいて、平成２９年７月

から平成３０年６月までの１年間の平均値を求めたものになる。これは、ＤＰＣの出来高

情報ＥＦファイルから医療資源投入量を積算している。これも指定された方法で行ってい

る。入院基本料相当分、リハビリテーション科の一部、食事療養費を除外している。

①この１年間の割合に関しては、高度急性期２７％、急性期５１％、回復期１７％、在

宅医療等５％になった。その下にある石川ベンジャミン先生の報告されているものとは若

干ズレはあるものの、同じようなところだ。３分の１くらいが高度急性期、半分が急性期、

その他が回復期と在宅医療となっていたかと思う。

②２０２５年における構想区域において担うべき医療機関として、我々としては現状と

大きく変わらないと考えている。現在、県の基幹病院として救急医療、救急救命センター、

救急患者、日赤とともに最も多くの救急救命患者を受け入れている。また、ドクターヘリ

の基幹施設としても活躍しているし、小児救急の２４時間体制の受け入れも行っている。

急性期治療を担当するとともに、さらにその機能を高めていくのが２０２５年に向かって



- 3 -

の県立中央病院の役割であろうと思っている。

③２０２５年に持つべき医療機能としては、①にあるように、我々の病棟にも回復期に

分類される患者さん、在宅医療に分類される患者様さんが若干いらっしゃる。しかしなが

らこれらの患者さんのほとんどは、看護必要度の高い患者さん、転院待ちの患者さんにな

る。また、２０１８年、多くの場合我々のところが７：１の一般病棟、ＩＣＵ、救命救急

病棟、ＮＩＣＵ、ＧＣＵ等があって、急性期の重症の患者さんが非常に多くあって、それ

に続く急性期の治療というのも我々の病院の使命かと思う。３６％が高度急性期で、残り

は急性期として我々は必要な病床ではないかと考えている。現在でも、一般病棟の平均在

院日数は１０日を切っており、紹介率８８％、逆紹介率１８５％と高度急性期に特化した

医療を行っており、これをさらに進めていくためにはこのような高度急性期と急性期の病

床が必要だと考えている。

（徳島市民病院）

データ分析は girasol を用いている。退院月ベースで集計し、正常分娩、自賠責、労災
などの保険診療外は除いている。表で示しているが、分析結果について、抽出期間は２０

１７年１２月１日から２０１８年１１月３０日としている。当院は３３５床であるが、回

復期病棟４０床、緩和ケア病棟２４床を除いた一般病棟２７１床を対象として計算してい

る。上の表に示しているように、１日あたりの高度急性期の患者は４４．２人、２０．３

％、急性期が９７．６人、４４．７％、回復期が６１．２人、２８％、慢性期が１５．２

人、７．１％、全体で２１８．２人となる。

地域医療構想策定ガイドラインで示されている計算式から算出した定量分析による必要

病床数は、下の表で示しているが、高度急性期５９床、急性期１２５床、回復期６８床、

慢性期１７床、計２６９床と考える。一般病床としては現在の２７１床がこの結果から必

要というふうに考えている。

次ページをご覧いただきたい。当院の役割分担について、政策医療５疾病５事業の中で

も緩和ケアを含めたがんの医療体制、周産期医療体制、救急医療体制、災害医療体制を政

策医療としてしっかり行っていくというふうに考えている。

重点的な取り組みとしては、高齢化に対応して、術後の急性期のリハビリを含めた感染

疾患にしっかり対応していく。また、医療・介護の連携を充実させて切れ目のない医療提

供体制を実現させていくことを最重点項目としている。

１番下に病床数の推移を示しているが、２０１４年は全部で３３９だった。２０１７年

に急性期の２８３床から、これは緩和病棟がまだ急性期として届け出ていたが、急性期病

床を減らすという方針を２０２５年に向けて考え、緩和ケア病棟２４床を慢性期としてい

る。それから、当院が回復期があるということで、公的病院としてやるべきかどうかとい

うことが議論で出ているが、当院は大学病院の整形外科とも連携をとって、以前は関節・

脊椎をセンターを作ってやっていた。現在は大学病院との方針で、関節は市民病院、脊椎

は鳴門病院でやるという方針になり、役割分担を行った。関節の手術が年間４００から５

００件。そうする中で、やはり回復期病棟がないと全く回らない。回復期病棟を公的病院

として持つのはどうかとことだが、これは急性期の術後の関節の手術など、急性期のリハ

ビリが必要だ。それを外にお願いする場合もあるが、大体急性期のリハビリは落ち着いて
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から送ってくださいということなので、回復期病棟の病床数は必要だ。慢性期の緩和病棟

の２４床というのも、急性期から慢性期、緩和まで含めてのがん治療に力を入れているが、

まだまだ緩和に対する県内の体制が遅れているので、緩和ケアの２４床も慢性期として必

要と考えている。

（徳島県鳴門病院）

２０１７年度の定量分析を行った。稼働病床２７９床の実績を分析している。抽出期間

は２０１７年４月１日から２０１８年３月３１日、退院月ベースで実施している。対象デ

ータはＤＰＣデータを使用している。自費、自賠責、労災などは除いている。地域医療構

想ガイドラインに準じた、入院基本料相当分やリハビリテーション料の一部を除いたもの

で算出している。

結果としては、高度急性期として判断される３，０００点以上というところの該当患者

の割合は１３．６％、急性期４４．７％、回復期が３２．０％、慢性期は９．７％だった。

これは、総延べ患者数７９，５２７で掛け合わせると、高度急性期１０，８００、急性期

３５，５７２、回復期２５，４７３、慢性期７，６８１というふうになって、これを１日

あたりの入院患者数３６５日で割ると、高度急性期３０、急性期９７、回復期７０、慢性

期２１ということになる。

その結果を病床稼働率で割り戻して必要病床数を推計すると、高度急性期が７５％割り

戻しで４０床、急性期が７８％割り戻しで１２４床、回復期が９０％割り戻しで７８床、

慢性期が９２％割り戻しで２３床ということで、２６５床がいるだろうという結果になっ

た。

２０２５年における構想区域において担うべき役割を、私たちは吉野川、県北部での地

域医療支援病院唯一の病院のため、引き続き、地域における救急医療、がん、脳卒中、心

筋梗塞などに対する高度急性期、急性期治療の機能を担っていくべきと考えている。

２０２５年に持つべき医療機能ごとの病床数として、実際の出てきた数字が４０床とい

う高度急性期がある。高度急性期の４０床は定量分析により算出された必要病床数４０床

である。急性期２３９床は、稼働病床２７９床から高度急性期の４０床を除いた全病床数

だ。定量分析では回復期や慢性期として評価される患者が存在するが、術後など医療資源

投入量が少なくても、看護必要度が高い患者、転院調整中の患者などであるため、高度急

性期以外は全て急性期が必要と考える。

非稼働病床の２８床は、病床機能報告では２０２５年までに急性期病床として再開予定

と当初していたが、２８床の中には人間ドック用の６床が含まれており、これは２０２５

年にも必要であることから、これを除いた実質非稼働病床２２床については、急性期病棟

の再開だけでなく、現実は回復期病床への転換やダウンサイジングも含め、現在検討中で

ある。

（吉野川医療センター）

地域において今後担うべき役割について、我々の病院は、東部に属してはいるが、徳島

市内の都市部の病院とは色合いが違う病院だと思っている。周囲には競合する急性期病院

がない。結論から言うと２０２５年は２９０床の急性期病院でいきたいが、２枚目で評価
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している今回の分析結果を見ていただくと、２０１８年の１年間で計算してみると、ある

程度は高度急性期の治療といものもやっていて、１１．７％３１名、急性期、回復期、慢

性期それぞれが各期においてある程度の人数がいるが、年間循環器科ＰＣＩが３００件以

上、整形外科の手術がかなり大きく、瞬間的に言うと３，０００点を超える患者は結構多

いが、私どもの平均在院日数は１４日前後なので、特に整形外科のオペ患は在院日数が長

くなっていて、オペ当初は高度急性期であったとしても在院日数が長くなると、各期に点

数存在するということになるが、理由としては、当地域に吉野川市、阿波市の地域で回復

期、慢性期を担う後方病院が少ない。結局当院に入院させておいて、受けてくれる後方病

院のベッドを待っているというような状況だ。県が言っているように回復期が足りないと

いうのは、当地域においてはなっているなという感じが今回した。ある程度高度急性期も

担っているが、当院はＩＣＵ、ＣＣＵの要件を満たすベッドを持っていないので、病床機

能報告による医療機能としては急性期かなと。ドクター、スタッフ、そういうものを手配

できないのであれば高度急性期のベッドは無理だろうし、今後は阿波病院の機能を十分活

かして、１番多い機能の急性期を選んでいる。２０２５年は２９０床そのままで急性期を

やりたい。現時点においても当院のベッド稼働率が９７％だ。１２ヶ月間でいくとどの月

も９０％を超えているといった状況で、在院日数は先程言ったように長くなっているし、

必要病床数の推計で見ると、合計３１２床ということで鳴門病院さんとよく似ていると思

うが、地域性の影響があるのかなと思う。

（阿波病院）

２ページ目の２０２５年に持つべき医療機能ごとの病床数ということで、阿波病院は一

般病床として７３床、回復期で６０床としてしている。２０２５年は３６床、６０床とし

て報告させてもらった。数字自身は今の数字を入れたということで、ＪＡの病院なのでい

ろいろな農協本部の意向があるので、なかなか数字を動かせないところがある。これは数

字が維持できるかどうかというのは、阿波病院は建て替えの問題がある。それと医師確保

の問題。非常に問題が大きく、不確定要素があまりにも大きいのでので一応数字を入れて

報告させていただいた。

（議長）

ここで事務局に今の公的病院のポイントについて整理していただく。

（事務局）

お手元の資料３の P.14 のグラフをご覧いただきながら、ご説明させていただく。この
中の赤色の棒グラフで示されている病床の推計必要量を見ていただきつつ、青色の棒グラ

フである公的公立病院の対応方針、黄色の棒グラフで示されている民間病院のバランスを

見ていただきながら、これからご意見、ご協議をお願いする。

赤色の棒グラフで示されている病床の必要量というのは、あくまで医療資源投入量に基

づく推計患者数からの積算であるのに対して、青色の棒グラフで示されている公的公立病

院の対応方針というのは、各病院長先生からご説明があったように、その多くが病棟もし

くは病床の種別による報告であり、基準が異なるものであることや、病棟単位での報告と



- 6 -

病床単位での比較となるなど、乖離が生じている部分もあることにご注意もいただきなが

ら、更に数字合わせが最終目的ではないという点にもご留意いただくようお願いする。

また、患者さんの状態は急性期、回復期、慢性期というふうに、常にはっきり区別され

て入院しているわけではなく、入院した時点では急性期でも回復期から慢性期へと移行さ

れたり、場合によっては急変されるということもあるので、日々その実態、実数というの

は変化されているということについては、ご承知のとおりかと思う。

昨年ご協力いただいて実施した、入院患者実績調査を基にした合計からは、圏域全体で

見ると推計患者数から算出した病床の推計必要量に徐々に近づいていっている状況にもあ

るかと推察されるところだ。本日の協議においては、病床の推計必要量に合わせるような

数合わせ自体が決して目的ではなく、現時点では各圏域での地域の医療需要の状況や推計

から見て、各公的・公立病院の２０２５年に向けた方向性がこの調整会議において一定の

合意ができるかどうかについてご協議をお願いしたい。

この会に先立って、東部圏域においては徳島大学病院、県立中央病院、市民病院、鳴門

病院を含めた県下６病院の高度急性期病院については、先日高度急性期ワーキングを開催

し、今後も調整会議において検討を続けていくが、協議・検討の結果、まずは高度急性期

についての方向性についてご了承をいただいたところだ。本日は東部圏域内での検討が必

要となっている急性期、回復期、慢性期についての公的・公立病院からのご報告を受けて

からの協議をお願いする。

今ご説明いただいたことの繰り返しになるが、大学病院、県立病院からは定量的な分析

を行った上で高度急性期と急性期を担う方針、市民病院は同じく定量的な分析を行った上

で高度急性期と急性期に加えて緩和ケアや回復期分野を、鳴門病院は高度急性期と急性期

を担い、非稼働病床については検討中である。吉野川医療センターについては地域の特性

も勘案された上で急性期を担う方針、阿波病院は非稼働病床の削減も検討しつつ急性期、

回復期を担う方向で検討中ということでご説明をいただいた。

資料にもあるように、各病院の現状の医療機能の実績、職員数や病床利用率、平均在院

日数、救急車受入件数、提供されている医療の内容のほか、地域の将来の医療需要などか

ら判断され、２０２５年の方向性についてご意見やご質問をしていただくなど、この東部

圏域においては徳島病院、東徳島医療センター以外の各公的・公立病院の２０２５年に向

けた方向性がこの調整会議として一定の方向性で合意ができるかどうかについて本日はご

協議いただくよう、よろしくお願いする。

【質疑】

（委員）

私は、地域医療構想で前から色々と言われていて、自分の病院をどうしていくか、２０

２５年問題ということがあって、色々と調べてみていると、地域医療構想調整会議で公立

病院改革プランの対象病院については、今年度中に１００％合意するようにということが

出ている。一般病院は来年度、２０１９年度末までに５０％、２０２５年度までに１００

％合意が出るようにと書いてあり、公的病院に関してはこの３月３１日で１００％合意を

しないといけないと思っている。それをしないと国としては、どんなことでメリハリをつ
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けていくのか。２０２５年に向かって国から県にこうしなさいという指示があって、それ

が我々の病院に急に２０２５年にはしないといけないということが来られても、対応がな

かなかできないと思うが、その辺は県としてはどういうふうに考えておられるのか。

（事務局）

確かに国の方からは、公立・公的病院を今年度中に１００％合意を図る、それに向けて

各県、取り組みなさいと言われている。ただ、この地域医療構想というのは、この議論の

中でより活性化した議論の中で合意を得ていく。会議で情報を共有して皆さんが共通理解

の下で、それぞれの病院がそれぞれ取り組んでいくということも併せて求められている。

そうした意味で、国からは定量的分析といったものもしながら、理解が進むようにという

こともしながら進めなさいということも併せて言われているところだ。徳島県の今までの

議論を振り返ってみると、病床機能報告と必要量の比較はなかなか難しい。そこでどのよ

うな分析をしたらいいかということで、今年に入って定量的な分析も皆さんにお願いして、

実施したところだ。そこには適切な指標で議論を深めていただいて、それで合意していた

だく。ある意味慎重な議論が必要なところもあると思っている。もちろん今年度末の合意

に向けて我々も取り組んではいるが、国に対しては仮に１００％に至らずとも、徳島県と

しては各圏域の実情に応じた議論を進めている。また定量的分析もしながら丁寧に議論を

進めているといったことを説明して、２０２５年の医療体制をどうするかということが１

番大切なことなので、それに向けて徳島県として適切に議論を進めているということを、

もし国から問われた場合には、説明して参りたいと思っている。

（委員）

是非そうしてほしいが、我々が心配しているのは、２０２５年まであと数年しかない時

にあまり進んでいなくて、国はやると決めていて、県に来る。県から急に我々のところに

言ってこられて、ベッドをこうしなさい、下げなさいと言われて急に変化にはなかなか対

応が難しい。明後日、数日の内に１００％合意しないとということも国からの方針で書い

てあるので、その辺りどうかなということでお伺いした。急激な変化は求められないと考

えてよろしいか。

（事務局）

国から今具体的に１００％できていなかったらこうだということは示されていないし、

いずれにしても医療提供体制に混乱を起こしてはならないと思うので、その点は十分に踏

まえてやっていきたいと思っている。

（事務局）

ペナルティーの話で、国民健康保険の保健者努力支援制度、評価制度があって、その努

力の度合いによって補助金をいただける制度があるが、その評価の中に地域医療構想の取

り組みがあって、その中で公的医療機関がどのくらいいったか、というのがある。今年度

クリアの基準というのが、全部とはなっていない。今回の徳島県の状況は、東部病院の先

程ご説明したことをご了解いただければ、徳島病院、東徳島医療センターと、西部で１病
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院を除いてほぼ合意ができる状況になる。極めて遅れているという状況ではないというと

ころだ。

それと、ペナルティーについては国保の部分であるが、それはとりあえずは現時点では

クリアできている。ただ、これが来年どうか、再来年どうか、どんどん詰まっていくとい

う可能性は否定はできないが、今の状況を言うとそういうことだ。

（アドバイザー）

すでに高度急性期は合意になっているが、今日のご説明を伺うと、例えば市民病院さん、

吉野川医療センターさんは、高度急性期が出されている数よりもあると思う。それに関し

ては今日決まって合意になったからといって、また来年度そのままの数字でいくのかと言

うと、また違う可能性があるので、毎年これは繰り返しやりながら合意を繰り返すので、

今日はこれで出されているという考え方でよろしいかと思う。

それから、市民病院さんの慢性期というのは、この数字だけ見ると誤解を招く。民間で

できないのかというような意見が出る可能性があるが、例えばこの慢性期を違うところで

は慢性期ではなくて出されているところがある。今回はこれで出されていいと思うが、全

国的に同じようなことをしているところで、それと比べて、全国的に見て緩和ケアは慢性

期なのか、回復期なのか、一般なのか急性期なのかを見てから変えることもできる。

（委員）

緩和ケア病床は市民病院の場合、２４床を急性期で。以前の高度急性期のときに、三好

病院の住友先生は、緩和ケアは急性期で出されていると言われていた。その時に徳島東部

では急性期の病床が２０２５年は多すぎるから、それを減らすということは地域医療構想

で謳われていたので、前倒しで減らそうと。いざ急性期を減らせと言われても、私はすで

に２４床減らしているということで、とりあえず慢性期で出したということがある。それ

は地域医療構想に協力していこうという考えのもとに。

（アドバイザー）

今度、厚生労働省の方から、こういったものはこうというような、同じような病院で、

地域全体で似たような地域と合わせて、こういう考え方でというのが出てくると思う。

急性期は確かに多いが、慢性期も実は多い。それは全国的な傾向を見て考えていただけ

たらと思う。

それと、決して多いから減らせというものではなくて、必要な医療であれば、それはそ

れでいいかと思う。先程、県の方からもあったように、必要病床数の数合わせをしていく

のが目的ではなくて、自分のところの地域医療構想の病院の中の、その医療の内容をもう

一度見ていただいて、その結果、地域と連携できるものは連携をしてという方向で、例え

ば回復期が足りないということであれば、回復期の医療機関との連携、後方病院との連携

等の取り組みを続けていってもらうとか、そういったこともこの中で重要なことだと思う。

（議長）

P.14 を見ると確かに急性期だけが突出しているように見えるが、公立病院・公的病院
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がブルーの部分で確定してしまうと、残りの部分の黄色い部分が非常に少なくなる。

（アドバイザー）

それはない。

（議長）

赤い部分も変わってくる可能性もあるのか。

（アドバイザー）

赤はそのままだが、それに合わせて黄色を減らせということではない。

（委員）

高度急性期の委員会に出席させていただいて、まずは公的とか数を決めやすいところか

ら、こういうディスカッションが始まるんだと言われていた。全国を見ると、４つの機能

が並行してディスカッションをやられている。そうしておかないと、慢性期は永久に数が

出てこないのではないかという危惧をしている。

４つの病床機能というが、例えば群馬県では重度急性期とか、中期急性期という言葉を

使っている。そうすると、私たちの頭では初めから高度急性期、急性期、回復期、慢性期

というものを見ているが、今お話を聞かせていただくと、それぞれの病院さんで特徴があ

って、担っている。簡単に内容だけでは決め兼ねない。改めて確認するところだ。

慢性期においても、うちは地域包括ケアを持っている。これはどこにいくのかと言われ

たら、また分類が難しくなってくる。４つの機能ということを決めすぎるといけないとい

つも言っている。特に１０連休の問題のときにあった。本当に急性期病院さんが頑張って

いただかないと、今の徳島は救急対応ができない。あとは出口問題をきちんと含めた形で

のディスカッションが重要なので、その時の後方支援病院がいかに公立病院と連携をして、

上手くやっていくかの頭の下でのディスカッションをやっていかないとその場その場で、

その病床だけの話をすると、なかなか話が進まないのではないか。

できれば回復期、慢性期も早々に個別にやっていただきたい。

（事務局）

公立・公的病院については、２０２５プランから取り組みなさいということが国からあ

ったが、今保岡委員がおっしゃったように、４つの機能を並行して進めていくということ

も大変重要なことだと思っている。

今後のスケジュールについて、公立・公的が先行しているが、来年度に入り、できたら

年度前半に、特に民間病院の議論について、慢性期病床を持つ病院も非常に多いことから、

まずは慢性期在宅ワーキンググループを開催し、特に２０２５年に向けた介護医療院への

転換の動向の分析をしながら議論を進めていければと考えているところだ。

（委員）

P.14 の表を見ていて、何度もお話は出ているが、高度急性期が多かったところが急性
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期に移っているということで、これから公立・公的病院と民間病院との按分をどう持って

いくか。

慢性期は先程、保岡先生がおっしゃったように介護医療院等の別の要素があり、そのと

きに話が出るかと思う。

前回の全体会議のときに高度急性期は結論が出たと思っている。その分があとの急性期。

病院によれば、例えば市民病院だったら回復期、慢性期、阿波病院も回復期、吉野川医療

センターが高度急性期がゼロということなので、公立・公的２０２５プランを先行させる

というのはわかるが、ここも少し議論の対象になるのではないかと思う。

（アドバイザー）

もう１度確認だが、P.14 の表を見ていただいて、急性期の２０２５年の対応方針で、
民間を入れて２，３６５床となっているが、今日、この青の部分の公的病院が決まったあ

と、民間を叩いて１，６００の必要病床数の需要に合わせるということでは決してない。

民間の方はあとで急性期、回復期、慢性期の中身を見ていくが、それは各病院の中身を

見ながらの議論になるということでいいかと思う。決してこの数を、赤に合わせるための

議論をしたり、そういうことではない。

（委員）

資料１の P.7 を見ると、２０１８年報告２０２５年予定と、２０２５年病床の必要量は
６，１６０と６，１２３で均衡しているが、均衡している理由として、病床数の減少１，

２００とか、介護保険施設等への転換５００床等があることによって、上から押しつぶさ

れたような状態の棒グラフになっているかなという印象を持つ。

（アドバイザー）

これはまだ全ての病院の数が出ていないが、２０２５年に向けては療養病床が減ってい

るのは、介護医療院への転換等があって、まだ迷っている病院もたくさんある。この数字

だけ見たらこれで終わったと思ってしまうが、決してそうではない。

（事務局）

先程来からご説明申し上げているとおり、病棟数の数はもとより、今日は公立・公的病

院から方向性、どういった医療をやっていくのか、今やっていることとどう違うのかとい

う方向性についてご説明いただいたところだが、この点については概ね異論がなかったと

捉えている。

数の問題について、資料３の P.14 の棒グラフだが、トータルの病床数でいくと２０２
５年の必要病床数、このグラフでは６，１２３床。２０２５年の対応方針の青と黄色。青

は今日ご説明いただいた公立・公的、黄色は民間の病院の５年後の予定だが、この合計が

６，０６０ということで、ほぼトータル数はニアリーということだ。ただ、黄色の方は５

００床ほど算定ができていないので、その分を差し引いて考える必要がある。数的な話を

すると、トータルとしては５年後の必要病床数と各病院の取り組みはほぼニアリーになる

と思っている。
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急性期病床が必要量に対して７６０床ほど多く、回復期については逆に７６０床ほど少

ないという結果になっているが、赤のグラフの成り立ちと、青のグラフと黄色のグラフの

成り立ちの違いであるかと捉えている。赤のグラフは平成２５年の病床ごとの実態、病床

ごとの１日あたりどれだけの医療資源を投入されているかというものを機械的に算出し

て、それに人口変動をかけて２０２５年の必要病床をそれぞれ機能ごとに積み上げていっ

ている。急性期、あるいは高度急性期として患者さんを受け入れるべくして受け入れても、

それは病気によってはそれが回復期になったり慢性期になったりという医療投入量にな

る。１つの病棟５０床を急性期で方針としてやっていても、実相としてはその中に回復期

や慢性期の患者さんがいらっしゃる。それを積み上げると結局は赤のグラフに近づいてい

くという形が想像できるのではないかと考えている。急性期のグラフの違いといったもの

については、そういったことを考えていく必要があるかなと思う。

徳島大学さん、県中さん、市民さん、鳴門さん、吉野川さんの５病院の定量分析結果を

見ると、それぞれに急性期なり高度急性期の運用をしても、結果的に回復期、慢性期の実

走としては７００床ほどの患者さんがいらっしゃる。この７００の差というのは、こうい

ったものの積み重ねであるということも言えるのではないかと考えている。

この数字については今後更に、今は今年度の病床機能報告の速報値でやっているので、

確報値をもってもっと詳しく分析をしながら議論を進めていきたいと思っているが、議論

のまとめとしても、本日ご説明いただいた６病院については特に異論はないのではないか

とまとめさせていただけたらと思う。

１点確認させていただくが、阿波病院さんは「検討中」という数字が入っているが、今

年度はこの数字で合意とまとめさせていただいてよろしいか。大きく変われば、変わった

ときにこの場でご説明いただいて、また合意をとるということでいいのかなとは思ってい

る。

（委員）

それでお願いする。

（事務局）

本日ご説明いただけなかった徳島病院さん、東徳島医療センターさんについては、２０

２５年方針が説明できるような段階で、またこの場でご説明いただいて、ご議論いただき

たいと考えている。事務局としてはそのようにまとめさせていただきたい。

（議長）

ただ今事務局から、これまでの意見の総括が示されたが、本日のまとめとして事務局の

意見通りにしてもよろしいか。

（各委員）

異議なし。
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（委員）

私たちも中央に出ていくと、働き方改革をどうするだとか、介護医療院はどうするかと

非常に大きな問題があって、数が大きく変わってくる可能性がある。先生方がやられてい

る回復期、慢性期のイメージが随分変わってこようかと思う。受け皿としての慢性期も変

わってくるので、スッと数字だけを決めても、ひょっとすると２０４０年はもっと変わっ

ている可能性があると思う。それを頭に入れながらディスカッションしていかないといけ

ないと思う。

以上


